
日韓弁護士会共同シンポジウム

戦争と植民地支配下における戦争と植民地支配下における
被害者の救済に向けて

～韓国併合１００年を機に過去・現在・未来を語る～

韓国併合から１００年を経た今，過去の歴史的事実の認識の共有に向けた努力
を通じて，日韓両国・両国民の相互理解と相互信頼が深まることが，未来に向けて
良好な日韓関係を築くための礎であると考えます。

今回のシンポジウムでは，大韓弁協と日弁連の弁護士らがこの問題の解決の方
向性と実現するための方策について検討します。
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第２回日韓弁護士会共同シンポジウムのご案内

日本弁護士連合会（日弁連）と大韓弁護士協会（大韓弁協）は，韓
国併合１００年の年にあたる本年 戦争と植民地支配下における人権国併合１００年の年にあたる本年，戦争と植民地支配下における人権
侵害の救済のための共同行動に合意し，これまで調査研究活動を重ね
てきました。
その取組みの一環として，本年６月２１日には，ソウル（韓国）で

このテーマで第１回日韓弁護士会共同シンポジウムを開催し，「日弁
連と大韓弁協の協力すべき課題」と題する文書を公表しました。両弁
護士会はその中で，３６年にわたる日本による韓国の支配，とりわけ
アジア太平洋戦争下における韓国民に対する人権侵害に対し 現在にアジア太平洋戦争下における韓国民に対する人権侵害に対し，現在に
おいてもその被害回復が十分に行われることなく放置されているとの
共通認識のもと，日本軍「慰安婦」問題，強制連行問題その他の諸課
題の解決に向けて共同して取り組むことを確認しました。
その後も両弁護士会は精力的に調査研究活動を行ってきましたが，

この度，その成果を受けて，第２回日韓弁護士会共同シンポジウム
「戦争と植民地支配下における被害者の救済に向けて～韓国併合１０
０年を機に過去・現在・未来を考える～」を，本年１２月１１日
（土）に東京で開催することになりました。
日本と韓国の両弁護士会が戦争と植民地支配下における人権侵害の

救済という個別のテーマでシンポジウムを開催することは，歴史上初
めてのことであり，画期的なものといえます。シンポジウムでは，日
本と韓国それぞれからの基調報告を受け，日韓の弁護士，日本の政治
家，学者によるパネルディスカッションを通じて，日本軍「慰安婦」家，学者による ネ ディ カッシ を通じて，日本軍 慰安婦」
問題，強制連行問題その他日韓に横たわる諸課題の解決の方策を検討
したいと考えています。また，この間の調査研究をふまえ，問題解決
に向けた日韓両弁護士会の「共同宣言」と日本軍「慰安婦」問題の最
終的解決に向けた「立法提言」を公表する予定になっています。
被害者が高齢化するなかで，戦争と植民地支配下における人権侵害

についての被害者らの救済は緊急の課題です。過去の歴史的事実の認
識の共有に向けた努力を通じて 日韓両国及び両国民の相互理解と相識の共有に向けた努力を通じて，日韓両国及び両国民の相互理解と相
互信頼が深まることが未来に向けて良好な日韓関係を築くための礎で
あるといえます。今回のシンポジウムがその取組みを推進する一助に
なるよう成功させたいと考えています。
多くの方々のご参加を期待しております。


